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大和市規則第４号 

大和市火災予防規則の一部を改正する規則 

大和市火災予防規則（昭和５９年大和市規則第３０号）の一部を次のように改正する。 

第９条の見出し中「充てんする」を「充塡する」に改める。 

第２４条中「第１３号」を「第１４号」に、「同条第１４号」を「同条第１５号」に、「水素ガ

スを充てんする気球設置届出書」を「水素ガスを充塡する気球設置届出書」に改める。 

別表第４中「第３２条」を「第３４条」に改め、同表第１２号様式の項中「水素ガスを充てんす

る気球設置届出書」を「水素ガスを充塡する気球設置届出書」に改める。 

別図第２中「充てんする」を「充塡する」に、「掲揚」を「掲揚し、」に改める。 

附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 


